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行
政
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
見
直
す

行
財
政
改
革
を
実
施

　
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
、
近

隣
他
市
と
比
べ
て
も
厳
し
い
財
政

状
況
な
ど
、
多
く
の
課
題
を
抱
え

る
川
西
市
。
よ
り
効
果
的
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
に
は
、
税
金
の

使
い
道
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
市
で
は
行
財
政
改
革

を
実
施
。
学
識
経
験
者
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
の
代
表
、
事
業
者
な
ど
で
構

成
さ
れ
る
行
財
政
改
革
審
議
会
か

ら
の
答
申
に
基
づ
き
、
さ
ま
ざ
ま

な
面
か
ら
行
財
政
運
営
を
検
証
し

て
い
ま
す
。

公
共
施
設
を
長
く
使
う
た
め

使
用
料
を
見
直
し

　
そ
の
一
つ
が
公
共
施
設
の
使
用

料
で
す
。
10
年
以
上
見
直
し
が
行

わ
れ
て
お
ら
ず
、
改
め
て
全
面
的

な
見
直
し
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
で
は
、
今
ま
で
公
共
施
設
の
使

用
料
は
ど
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
て

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
市
で
は
、
人
件
費
や
光
熱
水
費

な
ど
、
施
設
の
維
持
・
管
理
費
用

を
算
出
し
、
そ
の
一
定
割
合
を
使

用
料
と
し
て
、
施
設
ご
と
に
条
例

で
定
め
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
は
、
施
設
の
メ
ン
テ

使
用
料
が
あ
る
の
は

一
部
の
公
共
施
設

　
使
用
料
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の

は
、
一
部
の
公
共
施
設
で
す
（
上

図
参
照
）。
民
間
サ
ー
ビ
ス
で
も

提
供
さ
れ
て
い
る
ホ
ー
ル
や
部
屋

の
貸
し
出
し
な
ど
を
行
う
ア
ス
テ

市
民
プ
ラ
ザ
や
、
個
人
が
日
常
生

活
を
よ
り
楽
し
む
た
め
に
選
ん
で

使
う
キ
ャ
ン
プ
場
な
ど
で
す
。

使
用
料
と
税
金
で
賄
う

公
共
施
設
に
関
す
る
費
用

　
公
共
施
設
を
維
持
・
管
理
す
る

た
め
の
費
用
は
、
下
の
グ
ラ
フ
の

よ
う
に
、
施
設
を
利
用
す
る
人
が

負
担
す
る
使
用
料
と
、
税
金
で
賄

わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
公
共

施
設
は
利
用
す
る
人
だ
け
で
は
な

く
、普
段
利
用
し
な
い
人
も
維
持・

管
理
す
る
た
め
の
費
用
を
負
担
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
使
用
料
の
見
直
し
に
当
た
っ
て

は
、
施
設
を
利
用
す
る
人
は
も
ち

ろ
ん
、
利
用
し
な
い
人
の
意
見
も

考
慮
し
た
負
担
割
合
の
基
準
が
必

要
で
す
。

利
用
し
な
い
人
も
税
金
で
負
担

市の公共施設とは？
　市が設置し、直営か委託で管理・運営する、誰も
が利用可能な施設のことを指します。
　公共施設には、法令で使用料が無料とされている
学校や図書館などと、使用料がかかる総合体育館や
みつなかホール、公民館などがあります。

ナ
ン
ス
な
ど
に
使
わ
れ
る
費
用
を

使
用
料
に
算
入
し
て
い
な
い
こ
と

や
、
使
用
料
で
賄
う
べ
き
負
担
の

基
準
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
課
題
で
し
た
。

　

今
後
も
人
口
の
減
少
に
伴
い
、

税
収
が
減
少
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
公
共
施
設
を
維
持
す
る

た
め
に
は
、
維
持
・
管
理
費
用
の

在
り
方
に
つ
い
て
、
見
直
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
そ
こ
で
、
市
は
２
年
度
末
に
全

施
設
共
通
の
新
た
な
算
定
基
準
を

策
定
。
そ
の
基
準
に
基
づ
い
た
使

用
料
の
見
直
し
を
進
め
て
い
ま

す
。

特集  ずっと使える公共施設へ

実際の使用料と税金の負担割合
　みつなかホールと総合体育館に関する維持・管理費用（経費）と、それを賄う実際の税金と使用
料（財源）の割合は、下のグラフのようになります（平成 29 ～令和元年度の平均値）。両施設とも
税金が財源の大半を占めていることが見て取れます。

総合体育館
６千万円

３千万円

0
経費

人件費
光熱水費
警備費
清掃費
修繕費
消耗品費

財源

約 74％
税金

約 26％
使用料

みつなかホール
１億円

５千万円

0
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人件費
光熱水費
警備費
清掃費
舞台操作
業務委託

財源

税金

約 23％

約 77％

使用料

能
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山下駅

畦野駅

多田駅

絹延橋駅

川西能勢口駅
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川西池田駅

北陵公民館

東谷公民館

知明湖キャンプ場

郷土館

牧の台会館

市民運動場
市民体育館

緑台公民館

多田公民館
公民館
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阪急電鉄
JR

公共施設の位置図 貸館を行う
施設のみ

公民館
　 北陵公民館
　 東谷公民館
　 清和台公民館
　 緑台公民館
　 多田公民館
　 けやき坂公民館
　 明峰公民館
　 川西公民館（※）
　 川西南公民館
コミュニティセンター
　 牧の台会館
　 多田東会館
　 満願寺ふれあい会館
　 加茂ふれあい会館
芸術・文化系施設
　 キセラ川西プラザ（※）

　 ギャラリーかわにし
　 みつなかホール
　 アステ市民プラザ・
　 アステギャラリー
体育系施設
　 市民体育館・市民運動場
 　総合体育館・弓道場
　 市民温水プール
 　東久代運動公園
その他施設
　 知明湖キャンプ場
　 郷土館
　 総合センター
　 男女共同参画センター・
　 市民活動センター

※　　   は同一施設です
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ずっと使える公共施設へ
　皆さんがスポーツや文化活動などで使っている体育館や公民館などの公共施設。維持・管理費用は、利用す
る人だけでなく全ての市民が負担しています。適正な負担の在り方とはどういったものでしょうか。現在、市
は次の世代に必要な公共施設を残すため、使用料の見直しを進めています。ここでは今の市の考えを説明します。

問い合わせ　企画財政課　 072（740）1130

８
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使
用
料
の
算
定
基
準
を
統
一
し
明
確
に
し
ま
す

　
市
は
適
正
な
料
金
設
定
と
す
る

た
め
、
こ
れ
ま
で
施
設
ご
と
に
異

な
っ
て
い
た
使
用
料
の
算
定
基
準

を
統
一
し
、
明
確
に
し
ま
し
た
。

使
用
料
と
税
金
の

負
担
割
合
の
基
準
を
見
直
し

　
新
算
定
基
準
で
は
、
使
用
料
と

税
金
の
費
用
負
担
の
割
合
を
、
各

施
設
の
用
途
に
合
わ
せ
て
、
統
一

し
た
考
え
方
で
見
直
し
ま
し
た

（
下
図
参
照
）。

　
民
間
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
数
が
多

い
も
の
や
、
趣
味
の
要
素
が
強
い

も
の
は
使
用
料
を
高
く
、
つ
ま
り

利
用
す
る
人
の
負
担
を
大
き
く
し

て
、
適
正
な
負
担
割
合
と
な
る
よ

う
配
慮
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

知
明
湖
キ
ャ
ン
プ
場
や
み
つ
な
か

ホ
ー
ル
な
ど
で
す
。

施
設
の
稼
働
率
を

80
％
で
想
定

　
施
設
の
維
持
・
管
理
費
に
充
て

ら
れ
る
使
用
料
と
税
金
の
負
担
を

適
正
に
す
る
た
め
、
施
設
稼
働
率

を
１
０
０
％
で
は
な
く
、
80
％
と

想
定
。
利
用
し
な
い
人
の
負
担
割

合
を
今
よ
り
軽
減
し
ま
す
。

　
全
て
の
施
設
が
年
間
を
通
し
て

満
員
で
、
１
０
０
％
利
用
さ
れ
て

い
る
と
い
う
の
は
、
現
実
に
は
考

え
に
く
い
こ
と
で
す
。

　
稼
働
率
１
０
０
％
と
想
定
し
て

使
用
料
を
決
定
す
る
と
、
実
際
の

稼
働
率
が
80
％
の
場
合
、
残
り
の

20
％
は
税
金
で
賄
う
こ
と
に
な

り
、
利
用
し
な
い
人
の
負
担
が
増

え
て
し
ま
い
ま
す
。

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
費
用
を

使
用
料
の
算
定
に
含
め
ま
す

　
ま
た
、
将
来
も
施
設
を
継
続
し

て
利
用
す
る
た
め
、
新
算
定
基
準

で
は
使
用
料
の
算
定
に
減
価
償
却

費
を
含
め
ま
し
た
。

　
減
価
償
却
費
は
、
建
物
を
建
て

た
時
の
費
用
な
ど
を
、
そ
の
建
物

を
使
用
す
る
期
間
で
均
等
に
負
担

す
る
も
の
で
、
施
設
の
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
費
用
な
ど
に
充
て
ら
れ
ま

す
。

利
用
す
る
人
に
配
慮
し

使
用
料
の
上
昇
に
上
限
を
設
定

　
新
基
準
で
算
定
す
る
と
、
使
用

料
が
大
幅
に
上
昇
す
る
施
設
も
あ

り
ま
す
。
利
用
す
る
人
に
大
き
な

影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
、
見
直
し
後
の
料
金
が
今
の

１・
５
倍
（
近
隣
他
市
を
参
考
）

を
超
え
な
い
よ
う
に
上
限
を
設
け

る
予
定
で
す
。
な
お
、
上
限
を
超

え
た
分
は
、
税
金
で
負
担
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
今
、
市
は
使
用
料
の
適
正
な
上

限
な
ど
に
つ
い
て
、
市
民
や
施
設

を
利
用
す
る
各
団
体
に
ア
ン
ケ
ー

ト
な
ど
で
意
見
を
聞
い
て
い
る
段

階
で
す
。

　
ま
た
、
新
算
定
基
準
で
は
、
使

用
料
を
４
年
ご
と
に
見
直
す
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
皆
さ
ん

の
意
見
を
参
考
に
、
適
正
な
基
準

に
更
新
し
、
ず
っ
と
使
え
る
公
共

施
設
を
め
ざ
し
て
い
き
ま
す
。

サービス維持のため
適切な負担を

市長　
越田 謙治郎

市
民
が
文
化
や
芸
術
、
ス
ポ
ー
ツ

活
動
を
楽
し
み
、
幸
せ
な
人
生
を

過
ご
す
た
め
の
大
切
な
施
設
で
あ

り
、
そ
の
環
境
整
備
は
市
の
役
割

の
一
つ
で
す
。

　
ま
た
、
使
用
料
の
見
直
し
に
当

た
っ
て
は
、
市
が
施
設
の
維
持
・

管
理
費
を
見
直
す
こ
と
や
、
市
民

の
皆
さ
ん
に
施
設
を
利
用
し
て
い

た
だ
き
、
稼
働
率
を
上
げ
る
こ
と

な
ど
が
必
要
で
す
。

　
た
だ
、
今
回
の
見
直
し
は
、
単

に
財
源
を
生
み
出
す
こ
と
が
目
的

で
は
な
く
、
税
金
の
使
い
道
を
見

直
す
た
め
の
も
の
で
す
。

　

将
来
に
わ
た
っ
て
、
施
設
と

サ
ー
ビ
ス
水
準
を
維
持
す
る
た
め

に
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
負
担
を
分

か
ち
合
う
べ
き
か
。
利
用
者
の
皆

さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
、
普
段
あ
ま
り

利
用
さ
れ
て
い
な
い
方
も
含
め

て
、
公
共
施
設
の
在
り
方
を
、
一

緒
に
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

　
多
く
の
公
共
施
設
が
建
設
さ
れ

た
経
済
成
長
期
や
バ
ブ
ル
期
は
、

少
な
い
利
用
者
負
担
で
行
政
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
行
政
は
豊
富
な
財
源
で

そ
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
姿
勢
が
良
い
政
治
と
し

て
評
価
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、経
済
成
長
が
望
め
ず
、

人
口
も
減
少
し
て
い
く
中
で
は
、

方
針
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

財
源
が
限
ら
れ
て
い
る
中
で

は
、
公
共
施
設
の
維
持
・
管
理
の

考
え
方
も
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
皆
さ
ん
が
利
用
す

る
公
民
館
や
ス
ポ
ー
ツ
施
設
は
、

使用料が今の 1.5 倍になったら

　主競技場半面をバレーボールの２チーム（合計 12 人）
で２時間利用する場合、これまでは 2,190 円だった使用
料が、改定後は 3,290 円になります。団体と
しては 1,100 円の値上げですが、１人当たり
に換算すると約 92 円の値上げになります。

例２  市民体育館でバレーボールの試合をする場合
　会議室（広さ 56 平方㍍）を５人で 50 分利用する場合、
これまでは 420 円だった使用料が、改定後は 630 円にな
ります。団体としては 210 円の値上げで
すが、１人当たりに換算すると 42 円の値
上げになります。

例１  パレットかわにしで会議をする場合

特集  ずっと使える公共施設へ

市が定めた使用料の負担割合
　公共施設の費用を使用料で何％賄うかの基準は以下の通りです。負担割合が 75％の場合、残りの
25％は税金で賄うため、利用しない人も負担することになります。

0

コミュニティセンター
市民活動センター
男女共同参画センター
アステ市民プラザ
総合センター 公民館 郷土館

民
間
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
可
能
性

高

趣味の要素
強

ギャラリーかわにし
知明湖キャンプ場 100％

負担割合

総合体育館 市民体育館

市民温水プール
東久代運動公園
みつなかホール 弓道場
キセラホール 市民運動場

負担割合
75％

負担割合
50％

新算定基準の詳細は
市ホームページへ

近隣他市の使用料との比較
　市の改定前の使用料と近隣他市の使用料の比較は以下の通り。当市と同程度の施設の通常料金で比較しています（公
民館のグラフは全市１時間当たりに換算した料金を記載）。

（円） 市民運動場（野球場）

4,000

0
当市 A 市 B 市 C 市

（円） 東谷公民館（講座室）
400

200

0
当市 A 市 B 市 C 市

（円） 市民温水プール（冷水期）
800

400

0
当市 A 市 B 市 C 市

（円） みつなかホール（ホール）
35,000

17,500

0
当市 A 市 B 市 C 市

（円）市民運動場（テニスコート）
2,000

1,000

0
当市 A 市 B 市 C 市

（円） 総合体育館（第１体育室）
11,000

5,500

0
当市 A 市 B 市 C 市

8,000

（３年７月末時点）
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